




１．農業者の所得増大への支援力発揮

正組合員 ○ 職員 ○

准組合員 ○ その他 ○

○

 複数年価格固定契約の取組みについては、今後予想される需要価格の低下（昨年から1,000円内
で低迷）が予想される事から、今年産のうちから生産者手取り額を安定される価格を固定した取
引をする事が第一の目的としている。この事により、生産者判断にはなるが、他業者へ出荷して
いた米をＪＡへ引き寄せる事が予想され、ＪＡとしても販売高の上乗せ及び各収益（保管料、荷
役料、検査手数料など）の増収が見込まれる。
 また、今年産米で契約されない方について５ヵ年は価格固定契約が出来ないこととして、今年
契約された方の不公平感をなくす。（今年産米価格動向を見てから契約する事となれば、いま契
約された方の価格リストが考慮されないため）
 また、販売に際しては全農へ委託する事で他県で問題となった未収金及び旧年産在庫の管理リ
スクが抑えられることから、この件で新たに発生が予想される事務の煩雑を抑制する事ができ
る。
 なお、販売先（実需者）は安定した数量を確保できるメリットがあり、本県産米（まっしぐ
ら）の生産が需要に追いついていない中でもあり、価格を固定したとしても先契約で取引でき
る。
 この取組みのリスクとしては契約生産者は５ヵ年は必ず契約数量を出荷しなければならない
（違約金発生）という事がある。また、契約期間中に実需価格が高騰したとしても、契約額での
精算となるため、ある意味博打のようなところがある。（価格高騰の具合によっては実儒業者と
再契約を念頭に交渉する事とする）

実績（人数・経費等）、効果等
①米価格が緩やかに下がっていることを踏まえて、今年産の秋取り価格は昨年の12,000円から約
1,000円内で下がる事が予想され、契約どおり出荷をしなければいけないというリスク（違約金1
俵3,000円）があったとしても、12,000円の手取り額が約束される事で生産者収入も安定する。
②この取組みが出来る対象者（まっしぐら出荷契約300俵以上者）136名中、現在は20名6,696俵
の契約申込があり、内2,275俵は出荷契約数量に上乗せして契約した。

取り組みの名称

５ヵ年の複数年価格固定の取組みについて

参集範囲

取り組みの目的・コンセプト
 米の需要価格の変動に左右されずに、5ヵ年の複数年価格固定を契約される生産者へは契約当初
提示した生産者手取り額を保証される（5ヵ年）。ＪＡ側ではこの取組みにより、いままで他業者
（ＪＡ外）へ出荷していた米を多く集荷できる事が予想され、各収益（保管・荷役・検査など）
の増収が見込まれる。（この取組み銘柄はまっしぐらのみで行う）

取り組み内容



２．地域活性化への貢献力発揮

正組合員 ○ 職員 ○

准組合員 ○ その他 ○

○

へ参加者の募集する。参加者は農業者ではなく、農地も所有していないが家庭菜園より本格的に
農作物を栽培したいという方がほとんどで、毎年、参加される方、初めて参加される方、様々。
初めて参加される方は先輩参加者からアドバイスをもらったり、ＪＡ営農指導員、在中職員の指
導を仰いだり農作業体験を通じ、ＪＡ事業への理解も深めて頂いている。同じく敷地内に近隣の
こども園の区画も設置しており、収穫時には園児の収穫体験をしてもらいながら農業に触れ、収
穫した農作物から食育・食農の機会も設けている。また、保護者の方々の参加や、協力でＪＡ事
業、農業のアピールにもなっている。

実績（人数・経費等）、効果等

取り組みの名称
ふれあい農園の開園と幼稚園児の農作業体験学習

取り組みの目的・コンセプト
農作物の栽培を通じ、自然にふれあい農業に対する理解を深めること

参集範囲

取り組み内容


